
議案第７１号 

 

   あきる野市特定公共物管理条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  平成２８年１１月２９日 

 

                 提出者  あきる野市長 澤 井 敏 和      

 

提案理由 

 東京都河川流水占用料等徴収条例（平成１２年東京都条例第９５号）の占用料の改正に伴

い、同条例を準用しているあきる野市特定公共物管理条例の一部を改正する必要がある。  

 

   あきる野市特定公共物管理条例の一部を改正する条例 

 あきる野市特定公共物管理条例（平成１４年あきる野市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

    「             「 

 別表中 

７３８円 

 を 

７５３円 

 に改める。 

３１６円 ３２２円 

１，０５４円 １，０７５円 

１，０５４円 １，０７５円 

１，０５４円 １，０７５円 

５２７円 ５３７円 

１，０５４円 １，０７５円 

                」             」 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


